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ソ
連
邦
憲
法
第
一
二
六
條
の
改
正
に
っ
い
て

五
二

（
一
八
六
）

ソ
連
邦
憲
法
第
一
二
六
條
の
改
正
に
つ
い
て中

　
澤
　
精

次
　
郎

　
一
般
に
ス
タ
ー
リ
ン
憲
法
と
呼
ば
れ
る
現
行
の
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
就
會
主
義
共
和

國
連
邦
憲
法
は
、
一
九
三
六
年
一
二
月
五
日
第
八
同
臨
時
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
大
會
で

可
決
探
樺
さ
れ
て
後
、
数
度
の
部
分
的
改
正
を
受
け
て
今
日
に
至
つ
た
が
、
最

近
（
一
九
五
三
年
八
月
一
一
目
）
の
イ
ズ
ベ
ス
チ
ヤ
紙
上
に
同
憲
法
第
一
二
六

條
の
改
正
に
關
す
る
法
律
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
機
會
に
い
か
な
る

根
擦
に
よ
つ
て
こ
の
改
正
が
な
さ
れ
た
か
を
検
討
し
た
い
と
思
う
。
ま
ず
こ
の

記
事
の
全
文
を
鐸
出
し
て
み
る
。

「
ソ
蓮
邦
憲
法
（
基
本
法
）
第
一
二
六
條
の
墜
更
記
載
に
關
す
る
法
律

　
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
就
會
主
義
共
和
國
蓮
邦
最
高
會
議
は
、
第
一
九
回
ソ
連
邦
共
産

窯
大
會
で
採
揮
さ
れ
た
裳
名
饗
更
と
關
連
し
、
そ
れ
に
封
鷹
す
る
墜
更
を
ソ
連

邦
憲
法
（
基
本
法
）
第
一
二
六
條
に
加
え
る
こ
と
を
決
議
し
、
つ
ぎ
の
文
書
に

こ
の
條
文
を
記
述
し
た
。

《
第
一
二
六
條
勤
勢
者
の
利
釜
に
適
合
し
且
つ
入
民
大
衆
の
組
織
的
自
主
的

行
動
お
よ
び
政
治
活
動
の
稜
展
を
目
的
と
し
て
ソ
蓮
邦
國
民
に
公
共
團
騰
、
す

な
わ
ち
螢
働
組
合
、
協
同
組
合
、
青
年
の
組
織
、
ス
ポ
ー
ジ
お
よ
び
國
防
團
燈
、

文
化
的
、
技
術
的
お
よ
び
學
術
的
團
麗
に
團
結
す
る
灌
利
が
保
障
さ
れ
る
。
し

か
し
て
螢
働
者
階
級
お
よ
び
勤
鍔
者
の
そ
の
他
の
暦
の
中
最
も
積
極
的
で
意
識

　
　
　
　
　
　
む
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
セ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ

的
な
國
民
は
、
共
産
主
義
杜
會
の
建
設
の
た
め
の
闘
争
に
お
い
て
、
勤
螢
者
の

前
衛
隊
を
な
し
且
つ
勤
螢
老
す
べ
て
の
公
共
的
お
よ
び
國
家
的
團
麗
の
指
導
的

　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ち

核
心
を
な
す
ソ
蓮
邦
共
産
窯
に
團
結
す
る
V

　
ソ
蓮
邦
最
高
會
議
幹
部
會
代
表
　
力
・
ウ
ォ
ロ
シ
ー
・
フ

　
　
ソ
蓮
邦
最
高
會
議
幹
部
會
書
記
　
エ
ヌ
・
ペ
ゴ
フ

　
一
九
五
三
年
八
月
八
日
　
モ
ス
ク
ワ
、
ク
レ
ム
リ
」
　
（
筆
者
の
附
し
た
傍
鮎

の
ニ
ケ
所
が
今
同
の
改
正
鮎
で
あ
つ
て
、
奮
條
丈
に
は
「
祉
會
主
義
制
度
の
張

化
お
よ
び
幾
展
」
、
「
全
連
邦
共
産
黛
《
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
キ
i
V
」
と
あ
る
。
）

　
さ
て
、
連
邦
憲
法
第
一
〇
章
「
國
民
の
基
本
的
椹
利
お
よ
び
義
務
」
に
關
す

る
一
規
定
－
第
一
二
六
條
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
述
べ
る
ま
で
も
な
く
こ
れ

は
「
結
肚
の
自
由
」
乃
至
べ
・
カ
ル
ピ
ン
ス
キ
イ
の
所
謂
「
ソ
蓮
邦
に
お
け
る

政
治
的
自
由
」
（
ソ
連
邦
憲
法
　
一
九
〇
頁
、
　
一
九
五
〇
年
）
に
關
す
る
規
定

で
あ
る
。
だ
が
こ
う
し
た
漣
邦
憲
法
的
規
定
は
ス
タ
ー
リ
ソ
憲
法
に
お
い
て
始



め
て
見
出
し
得
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
蓮
邦
憲
法
に
は
な
い
。
周
知
の
よ

う
に
「
勤
螢
お
よ
び
被
搾
取
人
民
の
権
利
宣
言
」
と
「
・
シ
ヤ
・
ソ
ヴ
ィ
ェ
ト

蓮
邦
肚
會
主
義
共
和
國
憲
法
の
一
般
規
定
」
と
か
ら
構
成
さ
れ
た
、
ロ
シ
ヤ
・

ソ
ヴ
ィ
ェ
ト
蓮
邦
肚
會
主
義
共
和
國
憲
法
（
以
下
軍
に
・
シ
ヤ
共
和
國
憲
法
と

略
稻
す
る
）
は
、
一
九
一
八
年
の
第
五
同
全
露
ソ
ヴ
ィ
ェ
ト
大
會
で
探
揮
さ
れ

た
。
他
方
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
白
・
シ
ヤ
、
ザ
カ
フ
カ
ズ
の
三
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
政
権

の
相
つ
い
だ
成
立
に
よ
り
、
改
め
て
こ
れ
ら
四
つ
の
ソ
ヅ
ィ
エ
ト
社
會
主
義
共

和
國
相
互
間
の
軍
事
的
纒
濟
的
同
盟
へ
の
張
い
要
請
が
、
到
資
本
主
義
職
線
の

統
一
強
化
と
國
民
経
濟
復
興
の
上
か
ら
呼
び
お
こ
さ
れ
た
。
そ
こ
で
・
シ
ヤ
共

産
窯
中
央
委
員
會
の
提
唱
に
基
い
て
、
一
九
二
二
年
に
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
肚
會
主
義

共
和
國
蓮
邦
結
成
の
「
宣
言
」
が
生
ま
れ
「
條
約
」
が
締
結
さ
れ
、
つ
い
で
一

九
二
四
年
一
月
の
第
一
同
ソ
蓮
邦
最
高
會
議
が
、
こ
の
「
宣
言
」
と
「
條
約
」

に
よ
つ
て
構
成
さ
れ
る
奮
蓮
邦
憲
法
を
探
揮
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
こ
の
憲
法

は
自
ら
は
宣
言
的
條
約
的
な
憲
法
に
止
ま
り
、
「
國
民
の
基
本
的
権
利
お
よ
び

義
務
」
に
關
す
る
諸
規
定
を
す
べ
て
共
和
國
憲
法
に
委
護
し
て
い
る
の
で
、
ス

タ
ー
リ
ソ
憲
法
第
一
二
六
條
に
該
當
す
る
共
和
國
憲
法
的
規
定
を
い
ま
奮
・
シ

ヤ
共
和
國
憲
法
に
求
め
て
み
よ
う
。
そ
こ
に
憲
法
第
一
六
條
が
見
出
さ
れ
る
。

〈
第
一
六
條
勤
螢
者
に
眞
の
結
肚
の
自
由
を
保
障
す
る
た
め
・
シ
ヤ
・
ソ
ヴ

ィ
ェ
ト
蓮
邦
肚
會
主
義
共
和
國
は
、
有
産
階
級
の
紹
濟
的
お
よ
び
政
治
的
権
力

を
打
破
し
、
今
日
ま
で
ブ
ル
ジ
ョ
ア
耽
會
に
お
い
て
螢
働
者
お
よ
び
農
民
の
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

由
な
團
結
と
行
動
を
妨
害
し
た
一
切
の
障
害
を
排
除
し
て
、
鍔
働
者
お
よ
び
貧

・
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
・
…
、
、
…
、
、
、
、
h
2
）

農
に
そ
の
合
同
お
よ
び
團
結
の
た
め
物
質
的
お
よ
び
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
援
助

を
與
え
る
〉
（
一
九
二
五
年
の
改
正
で
第
一
六
條
は
第
七
條
と
な
P
、
註
m
田
の

「
奮
ハ
農
」
は
「
農
民
」
と
改
め
ら
れ
、
　
註
⑧
の
　
「
物
質
的
お
よ
び
そ
の
他
の
あ

ソ
連
邦
生
思
法
㎜
弟
一
二
六
條
の
改
正
に
っ
い
て

ら
ゆ
る
」
が
創
除
さ
れ
た
。
な
お
現
行
の
・
シ
ヤ
共
和
國
憲
法
は
一
九
三
七
年

に
成
立
し
て
い
る
。
）

　
こ
の
第
一
六
條
ー
從
つ
て
改
正
後
の
第
七
條
を
ス
タ
ー
リ
ソ
憲
法
第
一
二

六
條
と
比
較
じ
た
場
合
、
前
者
が
「
結
杜
の
自
由
」
乃
至
「
政
治
的
自
由
」
の

擢
利
主
瞠
を
國
民
に
で
は
な
く
、
動
螢
者
お
よ
び
貧
農
乃
至
農
民
に
限
定
し
て

い
る
こ
と
を
一
つ
の
顯
著
な
差
異
鮎
と
し
て
指
摘
す
る
こ
と
が
出
來
よ
う
。
し

か
も
こ
う
し
た
差
異
沸
換
言
す
る
と
奮
・
シ
ヤ
共
和
國
憲
法
の
第
一
六
條
i

第
七
條
こ
そ
今
日
の
そ
れ
と
は
異
る
當
時
の
階
級
關
係
を
忠
實
に
反
映
し
た
結

果
に
外
な
ら
な
い
。
と
言
う
の
は
一
九
二
四
年
、
ネ
ッ
プ
に
よ
り
一
面
に
は
幾

ら
か
資
本
主
義
の
活
氣
づ
く
こ
と
を
許
し
た
時
代
が
始
ま
つ
た
も
の
の
、
一
九

二
八
年
以
後
第
一
次
・
第
二
次
五
ケ
年
計
甕
實
施
の
結
果
國
民
経
濟
の
全
般
に

わ
た
る
資
本
主
義
的
色
彩
は
彿
拭
さ
れ
、
生
産
要
具
、
お
よ
び
手
段
の
肚
會
主

義
的
所
有
の
基
礎
が
確
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
地
主
・
資
本
家

・
投
機
的
商
人
お
よ
び
富
農
は
消
失
し
て
、
た
だ
「
螢
働
者
階
級
が
残
つ
た
。

農
民
階
級
が
残
つ
た
。
イ
ソ
テ
リ
ゲ
ソ
チ
ャ
が
残
つ
た
」
（
ス
タ
ー
リ
ン
全
集
、

邦
課
、
眞
理
杜
版
、
別
巻
、
六
二
六
頁
）
。
こ
の
よ
う
な
肚
會
主
義
的
生
産
形

態
の
稜
展
と
階
級
構
成
の
饗
化
と
言
う
二
つ
の
基
本
的
事
實
を
、
憲
法
的
規
定

の
内
容
と
し
て
組
入
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
所
に
ス
タ
ー
リ
ン
憲
法
が
生
れ
た
の
で
あ

つ
て
、
そ
の
際
に
「
國
民
の
基
本
的
樺
利
お
よ
び
義
務
」
に
關
す
る
共
和
國
憲

法
の
諸
規
定
は
池
邦
憲
法
的
規
定
へ
と
高
め
ら
れ
た
。
勿
論
國
民
と
螢
働
者
お

よ
び
農
民
と
い
う
二
つ
の
範
疇
を
設
定
す
べ
き
存
在
理
由
の
潰
滅
し
た
以
上
、

「
結
肚
の
自
由
」
に
關
す
る
奮
共
和
國
憲
法
的
規
簿
の
内
容
そ
の
ま
ま
を
連
邦

憲
法
が
承
纈
す
る
筈
は
な
い
。
す
な
わ
ち
國
民
の
藻
本
酌
樺
利
、
特
に
「
結
肚

の
自
由
」
に
關
す
る
こ
の
第
一
二
六
條
は
、
魅
會
主
義
的
な
民
主
主
義
的
規
定

五
三

（
一
八
七
）



ソ
連
邦
壁
思
法
第
一
二
六
條
の
改
正
に
っ
い
て

で
あ
る
こ
と
を
そ
の
特
質
と
す
ろ
と
見
る
こ
と
が
出
來
よ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
第
一
二
六
條
は
所
謂
政
黛
桔
成
の
自
由
を
國
民
に
與
え
る
も

の
で
は
な
い
。
「
し
か
し
て
螢
働
者
階
級
お
よ
び
勤
螢
者
の
そ
の
他
の
層
の
中

最
も
積
極
的
で
意
識
的
な
國
民
は
、
共
産
主
義
就
會
の
建
設
の
た
め
の
闘
雫
に

お
い
て
、
勤
螢
者
の
前
衛
除
を
な
し
且
つ
勤
螢
者
す
べ
て
の
公
共
的
お
よ
び
國

家
的
團
膣
の
指
導
的
核
心
を
な
す
ソ
連
邦
共
産
黙
に
團
結
す
る
」
と
は
、
常
然

そ
の
蹄
結
と
し
て
共
漆
窯
以
外
の
政
裳
結
成
の
自
由
を
否
定
し
た
も
の
と
も
考

え
ら
れ
よ
う
。
だ
が
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
は
窯
を
階
級
の
前
衛
的
部
分
で
あ
る

と
み
る
。
從
つ
て
敵
劃
的
な
階
級
の
存
在
す
る
肚
會
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
黛
は
當

然
に
存
在
し
得
る
が
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
祉
會
は
友
好
的
な
「
二
つ
の
階
級
す
な
わ

ち
笏
働
者
と
農
民
に
よ
つ
て
組
成
さ
れ
て
い
る
」
（
前
掲
書
　
六
四
三
頁
）
の

で
、
幾
つ
か
の
黛
の
存
在
す
る
た
め
の
基
盤
は
な
く
唯
一
つ
の
黛
の
み
が
存
在

し
得
る
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
「
こ
の
黛
が
、
こ
れ
ら
の
階
級
の
利
釜

を
相
當
よ
く
擁
護
し
て
い
る
こ
と
を
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
お
そ
ら
く
何
ん
ら
の

疑
間
も
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
」
（
前
掲
書
　
六
四
一
頁
）
か
ら
、
ス
タ
ー
リ

ソ
憲
法
に
始
め
て
見
出
さ
れ
る
共
産
黛
に
關
す
る
唯
一
の
連
邦
憲
法
的
規
定
で

あ
る
第
二
宍
條
は
、
勤
螢
者
ー
全
國
民
の
た
め
の
換
言
す
る
と
耽
會
主
義

的
な
民
主
主
義
的
規
定
と
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
叉
瀧
會
主

義
的
な
こ
の
憲
法
的
規
定
ー
第
一
二
六
條
は
、
同
時
に
ソ
連
邦
胱
會
に
お
け

る
瀧
會
主
義
的
獲
展
の
基
本
的
事
實
の
憲
法
的
認
讃
で
あ
る
こ
と
を
、
原
則
的

特
質
と
す
る
鮎
に
－
ー
そ
れ
は
ス
タ
ー
リ
ソ
憲
法
自
膿
の
特
質
で
も
あ
る
が
ー

ー
注
目
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
今
同
の
改
正
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ

う
o　

今
同
の
改
正
は
、
第
二
一
六
條
の
ソ
蓮
邦
共
義
窯
の
地
位
に
關
す
る
規
定
内

五
四

（
一
八
八
）

容
に
加
え
ら
れ
た
の
だ
が
、
ま
ず
「
耽
會
主
義
制
度
の
彊
化
お
よ
び
獲
展
」
を

「
共
灌
主
義
耽
會
の
建
設
」
．
と
し
た
第
一
の
改
正
瀦
を
取
上
げ
て
み
る
。
勤
螢

者
代
議
員
ソ
ヅ
ィ
ェ
ト
を
政
治
的
基
礎
に
（
ソ
蓮
邦
憲
法
策
二
條
）
、
生
産
要

具
お
よ
び
手
段
の
飛
會
主
義
的
所
有
を
纒
濟
的
基
礎
と
し
て
（
同
憲
法
第
四

條
〉
、
「
各
人
よ
り
そ
の
能
力
に
懸
じ
て
ー
各
人
に
そ
の
螢
働
に
懸
じ
て
」
と

言
う
公
式
を
原
則
と
す
る
段
階
と
は
、
外
な
ら
ぬ
祉
會
主
義
の
そ
れ
で
あ
り
、

ソ
ヅ
ィ
ェ
ト
瀧
會
が
こ
の
段
階
か
ら
「
各
人
か
ら
は
そ
の
能
力
に
感
じ
て
、
各

人
に
は
そ
の
要
求
に
懸
じ
て
」
と
言
う
公
式
の
支
配
的
な
原
則
と
な
る
共
産
主

義
の
段
階
の
實
現
達
成
を
、
そ
の
目
標
と
し
て
い
る
こ
と
は
述
べ
る
ま
で
も
な

か
ろ
、
）
。
こ
の
た
め
に
第
一
次
五
ケ
年
計
甕
に
お
い
て
批
會
主
義
工
業
化
が
意

圖
さ
れ
、
第
二
次
五
ゲ
年
計
甕
で
は
農
業
が
直
接
に
國
家
計
甕
に
包
撮
さ
れ

た
。
そ
の
結
果
一
九
三
五
・
六
年
に
は
一
懸
、
就
會
主
義
脛
濟
の
再
生
産
構
造

が
現
實
的
に
確
立
し
た
と
認
め
ら
れ
る
。
從
つ
て
「
耽
會
主
義
制
度
の
彊
化
お

よ
び
稜
展
」
の
た
め
の
闘
雫
と
言
う
現
實
的
課
題
が
、
そ
の
日
程
表
に
記
載
し

得
る
こ
と
に
な
つ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
杜
會
主
義
か
ら
共
産
主
義
へ
の
漸

次
的
移
行
の
段
階
に
入
り
得
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
約
束
づ
け
ら
れ
た
第
三
衣
五

ケ
年
計
讃
が
、
一
九
三
八
年
に
採
用
さ
れ
た
。
こ
れ
は
一
九
四
一
年
六
月
の
封

濁
職
勃
獲
に
よ
り
中
臨
さ
れ
た
が
、
職
後
改
め
て
ソ
蓮
邦
國
民
纒
濟
復
興
護
展

五
ケ
年
計
甕
（
第
四
次
五
ケ
年
計
書
）
が
採
用
さ
れ
た
。
さ
ら
に
政
府
は
こ
の

成
果
の
上
に
第
五
次
五
ケ
年
計
垂
を
立
案
し
、
一
九
五
一
年
以
後
こ
の
計
甕
途

行
に
集
中
的
努
力
を
批
つ
て
來
た
。
し
か
も
現
在
こ
の
「
新
五
ケ
年
計
書
が
途

行
さ
れ
れ
ば
、
肚
會
主
義
か
ら
共
産
主
義
へ
の
獲
展
の
途
に
そ
つ
た
大
き
な
前

進
が
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
（
第
一
九
同
裳
大
會
に
お
け
る
ゴ
ス
・
プ
ラ
ン
議

長
エ
ム
・
サ
ブ
・
フ
の
報
告
）
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ソ
連
邦



耽
會
の
現
段
階
は
、
「
耽
會
主
義
制
度
の
強
化
お
よ
び
螢
展
」
の
そ
れ
で
は
な

く
、
本
質
的
に
は
瀧
會
主
義
か
ら
共
産
主
義
へ
の
漸
次
的
移
行
の
段
階
で
あ
る

と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
從
つ
て
生
濠
力
の
護
展
段
階
に
、
換
言
す
る
と
ソ
漣

邦
瀧
會
の
獲
展
段
階
に
封
鷹
し
て
、
ソ
連
邦
國
民
の
前
衡
的
部
分
で
あ
る
ソ
蓮

邦
共
産
窯
の
闘
争
目
的
ー
現
實
的
課
題
も
叉
、
當
然
に
攣
更
叢
展
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。
要
す
る
に
「
共
産
主
義
吐
會
の
建
設
の
た
め
の
闘
雫
に

お
い
て
」
と
攣
更
さ
れ
た
第
一
二
六
條
の
改
正
は
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
現

實
の
ソ
連
邦
託
會
が
共
麗
主
義
杜
會
へ
の
漸
次
的
移
行
段
階
に
あ
る
と
言
う
、

事
實
認
識
に
基
い
て
な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
つ
ぎ
に
「
全
蓮
邦
共
産
窯
く
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
τ
V
」
を
「
ソ
漣
邦
共
壼
煎
」

と
し
た
改
正
黙
の
第
二
で
あ
る
。
枇
會
民
主
螢
働
窯
内
の
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
ー

と
メ
ソ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
τ
と
の
封
立
は
、
一
九
〇
三
年
・
ン
ド
ソ
の
第
二
囮
黛
大

會
に
お
け
る
窯
組
織
の
問
題
、
あ
る
い
は
又
一
國
胱
會
主
義
の
可
能
性
を
め
ぐ

る
激
し
い
論
雫
を
も
つ
て
表
面
化
し
た
。
が
と
も
か
く
一
〇
月
革
命
は
ボ
ル
シ

ェ
ヴ
ィ
キ
ー
を
主
導
力
と
し
て
成
功
し
、
そ
の
後
メ
ン
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
ー
を
含
む

反
ス
タ
ー
リ
ソ
派
は
一
九
三
四
年
に
は
完
全
に
一
掃
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、

「
《
共
産
窯
V
お
よ
び
《
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
ー
V
と
言
う
二
重
の
窯
名
は
、
メ
ソ

シ
ェ
ヴ
ィ
キ
ー
に
封
す
る
闘
雫
の
結
果
と
」
て
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で

あ
つ
て
」
（
黛
名
頻
更
に
關
す
る
第
｝
九
同
糞
大
會
の
決
議
）
、
し
か
も
今
日
そ

う
し
た
事
賓
を
張
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
必
要
は
無
く
な
つ
て
い
る
の
で
あ
る

か
ら
、
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
ー
と
但
書
す
る
理
由
も
叉
な
い
わ
け
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
窯
名
は
「
全
蓮
邦
共
産
窯
《
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
ー
V
」
（
B
・
K
・
π
／
6
／
）

か
ら
、
「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
蓮
邦
共
莚
窯
」
（
K
・
H
・
C
・
C
）
に
墜
え
ら
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
こ
う
し
た
黛
大
會
の
決
議
に
よ
り
第
二
の
改
正
鴬
で
あ
る
黛
名
の

ソ
連
邦
憲
法
第
一
二
六
條
の
改
正
に
つ
い
て

攣
更
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
要
す
る
に
第
二
｝
六
條
の
為
、
同
の
改
正
は
、
理
論
的
に
は
ス
タ
ー
リ
ン

の
論
文
「
ソ
連
邦
に
お
け
る
肚
會
主
義
の
輕
濟
的
諸
間
題
」
に
、
政
治
的
に
は

第
一
九
同
ソ
蓮
邦
共
産
黛
大
會
で
、
叉
輕
濟
的
に
は
第
五
次
五
ケ
年
計
書
に
よ

り
見
通
し
づ
け
ら
れ
た
ソ
遽
邦
肚
會
の
現
段
階
、
す
な
わ
ち
メ
ソ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ

ー
的
分
子
を
久
し
い
以
前
に
清
算
し
、
し
か
も
今
や
共
産
主
義
へ
と
漸
次
的
に

移
行
し
得
る
こ
の
段
階
的
護
展
の
事
賢
の
連
邦
憲
法
的
認
護
と
し
て
探
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
第
一
二
六
條
は
、
共
産
蕪
に
凝
集
鮎
を
團
結
の
中

核
を
求
め
得
る
最
も
積
極
的
意
識
的
な
國
民
の
、
言
ひ
か
え
る
と
前
衛
的
な
役

割
を
澹
い
叉
指
導
的
核
心
で
あ
る
蕪
の
現
實
に
置
か
れ
た
段
階
に
剴
す
る
一
つ

の
評
便
を
、
そ
の
規
定
内
容
の
内
に
含
ん
で
い
る
か
ら
に
外
な
ら
ぬ
。
從
つ
て

第
一
二
六
條
を
箪
に
「
結
肚
の
自
由
」
乃
至
「
政
治
的
自
由
」
に
關
す
る
規
定

と
の
み
見
る
な
ら
ば
、
今
回
の
改
正
は
そ
う
し
た
槽
利
内
容
に
攣
更
を
加
え
た

も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
「
政
治
的
自
由
」
の
罐
利
主
膣
が
置
か
れ
た
批
會

的
基
盤
に
前
述
の
よ
う
な
段
階
的
畿
展
が
認
め
ら
れ
る
以
上
、
第
二
一
六
條
の

特
質
と
す
る
肚
會
主
義
的
民
主
主
義
は
、
實
質
的
な
意
昧
に
お
い
て
前
進
し
た

と
見
て
も
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
一
九
五
三
年
三
月
一
四
日
の
第
四
同
蓮
邦
最
高
會
議
で
蓮
邦
憲
法
第

七
〇
條
、
第
七
七
條
、
第
七
八
條
に
關
す
る
政
治
機
構
上
の
礎
更
が
採
揮
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
を
入
手
し
て
な
い
の
で
此
庭
で
は
そ
の
事
實
を
指

摘
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
。
（
九
月
三
〇
日
）

五
五

（
一
八
九
）


